
 

 

 

 

 

 

を改正する等の法律

農業集落排水

 

※※※※ 港川・長毛・新城・後原

 

長毛）と農業集落排水事業（字後原・新城）の運営を

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

に努めてまいりますので、

基本料金基本料金基本料金基本料金
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平素より下水道事業に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、このたび社会保障の安定財源の

を改正する等の法律

農業集落排水

港川・長毛・新城・後原

 集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する目的で漁業

長毛）と農業集落排水事業（字後原・新城）の運営を

上記の改定は、

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

に努めてまいりますので、

基本料金基本料金基本料金基本料金 　8立方メートルまで

　8立方メートルを超え、20立方メートルまで

　20立方メートルを超え、50立方メートルまで

　50立方メートルを超え、80立方メートルまで

　80立方メートルを超えるもの

一一一一

般般般般

汚汚汚汚

水水水水

○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表
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(旧)

62円

↓

63円

(新)

(旧)

72円

↓

73円

(新)

平素より下水道事業に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび社会保障の安定財源の

を改正する等の法律に基づき、消費税及び地方消費税

農業集落排水）使用料を改定することになりました。

港川・長毛・新城・後原

集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する目的で漁業

長毛）と農業集落排水事業（字後原・新城）の運営を

上記の改定は、令和元令和元令和元令和元

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

に努めてまいりますので、

　8立方メートルまで

　8立方メートルを超え、20立方メートルまで

　20立方メートルを超え、50立方メートルまで

　50立方メートルを超え、80立方メートルまで

　80立方メートルを超えるもの

改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）

水　　量　　等水　　量　　等水　　量　　等水　　量　　等

○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表
旧旧旧旧 料料料料金金金金

(8%)(8%)(8%)(8%)

新新新新 料料料料金金金金

(10%)(10%)(10%)(10%)

617 629

679 692

741 755

803 818

865 881

927 944

989 1,007

1,051 1,070

1,113 1,133

1,175 1,196

1,237 1,259

1,299 1,322

1,361 1,385

1,433 1,458

1,505 1,531

1,577 1,604

1,649 1,677

1,721 1,750

1,793 1,823

1,865 1,896

1,937 1,969

2,009 2,042

2,081 2,115

2,153 2,188

2,225 2,261

2,297 2,334

2,369 2,407

2,441 2,480

2,513 2,553

平素より下水道事業に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび社会保障の安定財源の

に基づき、消費税及び地方消費税

）使用料を改定することになりました。

港川・長毛・新城・後原・具志頭（一部）

集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する目的で漁業

長毛）と農業集落排水事業（字後原・新城）の運営を

令和元令和元令和元令和元年年年年 10 月月月月使用使用使用使用

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

に努めてまいりますので、関係区民

　8立方メートルを超え、20立方メートルまで

　20立方メートルを超え、50立方メートルまで

　50立方メートルを超え、80立方メートルまで

　80立方メートルを超えるもの

改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）

水　　量　　等水　　量　　等水　　量　　等水　　量　　等

○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表○八重瀬町下水道使用料金早見表
金金金金

水水水水 量量量量 料料料料

629 37㎥まで

692 38
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881 41
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1,007 43

1,070 44

1,133 45

1,196 46

1,259 47

1,322 48

1,385 49

1,458 50
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1,604 52

1,677 53
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1,823 55

1,896 56

1,969 57
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2,115 59

2,188 60

2,261 61
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2,407 63

2,480 64

2,553 65

(旧)

72円

↓

73円

(新)

(旧)

77円

↓

79円

(新)

平素より下水道事業に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

に基づき、消費税及び地方消費税

）使用料を改定することになりました。

・具志頭（一部）区民の皆様方へ

集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する目的で漁業

長毛）と農業集落排水事業（字後原・新城）の運営を

使用使用使用使用分（分（分（分（11

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

関係区民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

旧旧旧旧

　8立方メートルを超え、20立方メートルまで

　20立方メートルを超え、50立方メートルまで

　50立方メートルを超え、80立方メートルまで

改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）

金金金金
旧旧旧旧 料料料料金金金金

(8%)(8%)(8%)(8%)

新新新新

2,585

2,657

2,729

2,801

2,873

2,945

3,017

3,089

3,161

3,233

3,305

3,377

3,449

3,521

3,598

3,675

3,752

3,829

3,906

3,983

4,060

4,137

4,214

4,291

4,368

4,445

4,522

4,599

4,676

(旧)

72円

↓

73円

(新)

(旧)

77円

↓

79円

(新)

お問い合わせ：八重瀬町役場

     

平素より下水道事業に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

に基づき、消費税及び地方消費税が改正されたことに伴い、下水道（漁業集落排水

）使用料を改定することになりました。 

区民の皆様方へ

集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する目的で漁業

長毛）と農業集落排水事業（字後原・新城）の運営を進めて

11 月請求月請求月請求月請求））））の

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（（（（ 改改改改 正正正正 前前前前 のののの 料料料料

改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）

新新新新 料料料料金金金金

(10%)(10%)(10%)(10%)
水水水水 量量量量

2,626 66㎥まで

2,699 67

2,772 68

2,845 69

2,918 70

2,991 71

3,064 72

3,137 73

3,210 74

3,283 75

3,356 76

3,429 77

3,502 78

3,575 79

3,654 80

3,733 81

3,812 82

3,891 83

3,970 84

4,049 85

4,128 86

4,207 87

4,286 88

4,365 89

4,444 90

4,523 91

4,602 92

4,681 93

4,760 94

お問い合わせ：八重瀬町役場

      TEL (098)998

平素より下水道事業に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

が改正されたことに伴い、下水道（漁業集落排水

区民の皆様方へ 

集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する目的で漁業

進めているところです

の使用料から

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

料料料料 金金金金 ）））） 新新新新 （（（（ 改改改改

617円

62円

72円

77円

87円

改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）

料料料料 金金金金
旧旧旧旧 料料料料

(8%)(8%)(8%)(8%)

66㎥まで 4,753

4,830

4,907

4,984

5,061

5,138

5,215

5,292

5,369

5,446

5,523

5,600

5,677

5,754

5,831

5,918

6,005

6,092

6,179

6,266

6,353

6,440

6,527

6,614

6,701

6,788

6,875

6,962

7,049

(旧）

77円

↓

79円

(新)

(旧)

87円

↓

89円

(新)

お問い合わせ：八重瀬町役場

TEL (098)998-1123

平素より下水道事業に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

が改正されたことに伴い、下水道（漁業集落排水

集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する目的で漁業集落排水事業（字港川・

いるところです。

料からとなります。

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

改改改改 正正正正 後後後後 のののの 料料料料

629円

改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）改定前と改定後の下水道使用料比較表　（単位：円、消費税込み）

料料料料金金金金

(8%)(8%)(8%)(8%)

新新新新 料料料料金金金金

(10%)(10%)(10%)(10%)

4,753 4,839 95

4,830 4,918

4,907 4,997

4,984 5,076

5,061 5,155

5,138 5,234

5,215 5,313

5,292 5,392

5,369 5,471

5,446 5,550

5,523 5,629

5,600 5,708

5,677 5,787

5,754 5,866

5,831 5,945

5,918 6,034

6,005 6,123

6,092 6,212

6,179 6,301

6,266 6,390

6,353 6,479

6,440 6,568

6,527 6,657

6,614 6,746

6,701 6,835

6,788 6,924

6,875 7,013

6,962 7,102

7,049 7,191

お問い合わせ：八重瀬町役場 土木建設課

1123 FAX (098)998

確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部

が改正されたことに伴い、下水道（漁業集落排水

 

集落排水事業（字港川・

。 

ます。 

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

金金金金 ））））

629円

63円

73円

79円

89円

水水水水 量量量量 料料料料 金金金金

95㎥まで
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120
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123

(旧)

87円

↓

89円

(新)

土木建設課 下水道係

FAX (098)998-0710

消費税法の一部

が改正されたことに伴い、下水道（漁業集落排水

集落排水事業（字港川・

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

金金金金
旧旧旧旧 料料料料金金金金

(8%)(8%)(8%)(8%)

新新新新 料料料料

(10%)(10%)(10%)(10%)

7,136 7,280

7,223 7,369

7,310 7,458

7,397 7,547

7,484 7,636

7,571 7,725

7,658 7,814

7,745 7,903

7,832 7,992

7,919 8,081

8,006 8,170

8,093 8,259

8,180 8,348

8,267 8,437

8,354 8,526

8,441 8,615

8,528 8,704

8,615 8,793

8,702 8,882

8,789 8,971

8,876 9,060

8,963 9,149

9,050 9,238

9,137 9,327

9,224 9,416

9,311 9,505

9,398 9,594

9,485 9,683

9,572 9,772

単位：㎥・円

下水道係 

0710 

消費税法の一部

が改正されたことに伴い、下水道（漁業集落排水・

集落排水事業（字港川・

町といたしましても今後とも経費の節減及び効率的な事業運営を図っていくとともに、普及率の向上

 

料料料料金金金金

(10%)(10%)(10%)(10%)

7,280

7,369

7,458

7,547

7,636

7,725

7,814

7,903

7,992

8,081

8,170

8,259

8,348

8,437

8,526

8,615

8,704

8,793

8,882

8,971

9,060

9,149

9,238

9,327

9,416

9,505

9,594

9,683

9,772

単位：㎥・円


